
 
障 サ 第 139 4 号  

令和７年５月28日  

 

指定障害者支援施設 管理者 様 

（政令市・中核市を除く） 

 

神奈川県福祉子どもみらい局  

福祉部障害サービス課長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

地域生活移行推進体制確保補助金について（通知） 

 

本県の障害福祉行政の推進につきましては、日頃格別の御理解と御協力をい

ただき厚く御礼申し上げます。 

さて、県は、障害者支援施設に入所していた者が、地域生活に円満に移行で

きるよう、地域生活移行を促進し、地域生活移行後の緊急時等の対応を図るた

め、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年

法律第123号。）による障害者支援施設が行う地域生活移行推進体制確保事業に

要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することになりました。 

 つきましては、補助の申請や要件等は別紙を確認の上、当該事業開始の20日

前までに下記提出先まで御提出ください。 

 

（申請書の提出先） ※ いずれかの方法で提出してください。 

〇 郵送の場合 

〒231-8588 横浜市中区日本大通１ 

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部障害サービス課福祉施設グループ宛 

 

〇 電子メールの場合 

 ken-shisetsu@pref.kanagawa.lg.jp 

件名を「【法人名】地域生活移行推進体制確保補助金申請」としてください。 

 

 

問合せ先 

福祉施設グループ 井上 

電話 045-210-1111（内線：5080） 

mailto:ken-shisetsu@pref.kanagawa.lg.jp

